
子育て家庭を応援します！子育て家庭を応援します！

子育て支援センター ／保育課　☎463-6720

　子育て情報の提供や情報交換、子育て親子の交流、育児相談等、さまざまな支援を行っています。
※各センターで休館日や事業内容等が異なります。

　保護者の労働や病気等により、家庭での保育が一時的に困難なお子さんを保育園でお預かりします。
対象／市内在住の保育園等に入所していない、集団保育が可能な満１歳以上の未就学児
※離乳食の状況に対応できない等の理由で、利用できない場合があります。
実施保育園／東朝霞保育園、さくら保育園、仲町保育園、民営保育園・小規模保育施設（余裕活用型）
※仲町保育園、民営保育園・小規模保育施設（余裕活用型）は、各保育園にお問い合わせください。
利用時間／平日および土曜日　午前8時30分～午後4時30分（土曜日は緊急保育のみ）
利用料／３歳未満児…１日につき2,100円、3歳以上児…１日2,035円（主食代35円含む）
定員／各園１日10人程度　※受け入れ児童の年齢層により、お預かりできる人数は変わります。

　子育ての手助けをしてくださる方（サポート会員）と子育ての援助をしてほしい方（ファミリー会員）
に会員になっていただき、相互援助活動で子育て家庭を応援する有償ボランティア活動を行う会員組織です。
援助活動内容／保育施設への送迎、保育施設開始前・終了後や保護者のリフレッシュのための預かりなど

　市内里親宅にて、一定期間お子さんをお預かりします。
対象／市内に住所を有し、次の理由等により養育が一時的に困難になった家庭の18歳未満のお子さん
●保護者の疾病、育児疲れ、出産、看護、事故、冠婚葬祭、出張など
利用期間・方法／７日以内・事前にご相談のうえ、お子さんの状況や里親の受け入れ状況等を確認
費用負担／利用家庭の課税状況、お子さんの年齢により負担額が変わります。

　子育てに関するさまざまな悩みや不安を、専門の相談員に無料で相談できます。子ども自身、地域の方からの相
談もお受けしています。相談内容に関する秘密は守られますので、お気軽にご相談ください。
相談日／月～金曜日（祝日、年末年始を除く）　午前９時30分～午後５時

保育園での一時保育 ／保育課　☎463-2939

ファミリー・サポート・センター ／ファミリー・サポート・センター
☎483-4501（土・日曜日、祝日、年末年始休み）

ショートステイ ／こども未来課　☎463-0364

家庭児童相談室 ／こども未来課　☎463-2231

他にも…こんな支援やサービスがあります
赤ちゃんの駅
（おむつ替え・
授乳スペース）

あさか子育て
ガイドブック

／こども未来課　☎463-2930

児童館（市内全６館）

朝霞市社会福祉協議会

パパ・ママ応援
ショップ優待制度

埼玉県庁公式 LINE

令和６年度開始 
① 「産後育児サポート」…生後２か月未満の乳児の見守りを開始します（もく浴や授乳等のお手伝いで、家事援助ではあ
りません）。妊娠中に会員登録の準備をすることで、出産後すぐに利用が可能です。

② 「子育て支援センターに出張！ファミサポ」…自宅近くの身近な子育て支援センターで、入会説明を受けることができ
ます。日程など詳しくは、市ホームページをご確認ください。

　市では、お子さんの健やかな成長と皆さんの楽しい子育ての実現のため、全力でサポートします！詳しくは、各
コードから市ホームページをご確認ください。
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ぽぽたん

　春の黒目川流域では、黒目川花まつりや、４月７日㈰まで、灯篭の設
置や夜間のライトアップも行います。約232本の桜と菜の花が彩る黒目
川を、ぜひ散策してみてください。

今後実施する朝霞の取り組み特集

　令和６年第１回朝霞市議会定例会では、さまざまな議案・施策等について審議が行われ、次の施策等を実施する
ことが決定しました。各取り組みの詳細は、今後、広報あさか等でお知らせするほか、市ホームページにも公開し
ますので、ご確認ください。なお、今回の定例会の内容は、広報あさか５月号の「議会だより」に掲載する予定で
す。（令和６年度施政方針を４～５ページに掲載）

／こども未来課　☎463-2834

こども医療費はこれまで、通院は15歳まで、入院は18歳まで無償としていましたが、令和６年４月診療分か
ら、通院・入院ともに18歳まで拡大します。また、新しい有効期限の受給資格証を、発送対象者の方へ３月26日
㈫に発送します。

発送対象者／・令和６年度で高校１年生以下のお子さん
　　　　　　・令和６年度で高校２・３年生の方で、朝霞市のこども医療費の受給資格の登録をされている方
※高校２・３年生で登録のない方には、受給資格登録のご案内を送付しますので、申請してください。

●こども医療費を通院・入院ともに18歳まで無償化します　

／総合窓口課　☎463-2617

　ご家族等の身近な方が亡くなられた際に、故人に関する必要な申請・手続きを案内する専用の窓口を設置し、ご
遺族の方の心配事や負担の解消に対応します。
※開設時期・場所等が決まり次第、広報あさかおよび市ホームページに掲載します。

●おくやみコーナーを設置します

／人権庶務課　☎463-1738

　身近な人にも相談できずにいる子どもたちの悩み事や、助けを求める声を的確にキャッチし、子どもをめぐるさ
まざまな人権問題の早期解決に向けた支援を行う窓口「（仮称）こども人権相談窓口」を設置します。相談には、専
門のこども人権相談員が対応します。

相談方法／手紙（ミニレター）、電話、Web、直接面談で
相談対象／原則、18歳未満で、市内に在住、在学、通所もしくは入所する人およびその保護者など
※詳しくは、今後、広報あさかおよび市ホームページでお知らせします。

●（仮称）こども人権相談窓口を設置します
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